
基本

サービス費

（日）

サービス提供

体制強化加算

（Ⅱ）

（日）

看護体制

加算

（Ⅰ）

（日）

看護体制

加算

（Ⅱ）

（日）

夜勤職員

配置加算

（Ⅰ）

（日）

生産性向上

推進体制加算

（Ⅱ）

（月）

介護職員等

処遇改善加算

　

（日）

介護保険負担

限度額段階

居住費

（日）

食費

（日）

第１段階 0 300 1,060 31,801

第２段階 430 600 1,790 53,701

第３段階① 430 1,000 2,190 65,701

第３段階② 430 1,300 2,490 74,701

第４段階 915 1,445 3,120 93,601

第１段階 0 300 1,141 34,235

第２段階 430 600 1,871 56,135

第３段階① 430 1,000 2,271 68,135

第３段階② 430 1,300 2,571 77,135

第４段階 915 1,445 3,201 96,035

第１段階 0 300 1,227 36,811

第２段階 430 600 1,957 58,711

第３段階① 430 1,000 2,357 70,711

第３段階② 430 1,300 2,657 79,711

第４段階 915 1,445 3,287 98,611

第１段階 0 300 1,309 39,280

第２段階 430 600 2,039 61,180

第３段階① 430 1,000 2,439 73,180

第３段階② 430 1,300 2,739 82,180

第４段階 915 1,445 3,369 101,080

第１段階 0 300 1,390 41,715

第２段階 430 600 2,120 63,615

第３段階① 430 1,000 2,520 75,615

第３段階② 430 1,300 2,820 84,615

第４段階 915 1,445 3,450 103,515

※介護保険基準外　食費➁・居住費③サービスについて　　　　　食費・居住費の負担の軽減

低所得者には負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は補足給付（特定入所者介護サービス費等）として現物給付されます。　

食費・居住費は、市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、認定証に記載されている額が、負担額となります。

＊送迎加算【184円】片道、入所、退所時に送迎を行った場合。＊サービス提供強化加算（Ⅱ）：介護職員総数の内介護福祉士の占める割合100分の60以上。

＊看護体制加算〈Ⅰ・Ⅱ〉：常勤看護師1人以上勤務している。

＊夜勤職員配置加算〈Ⅰ〉：夜勤職員数が基準より１人以上上回って勤務している。＊介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：基本額①に各加算を加え17.6％を乗じた額。 

＊生産性向上推進体制加算（Ⅱ）：介護職員の処遇改善を進めることに加え、介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの導入等により、介護サービスの質を確保するとともに、　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　職員の負担軽減に資する生産性向上の取組をしている場合　

　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱ）生産性向上のための委員会を開催し、見守り機器など1種類以上のテクノロジーを導入、業務改善効果データをオンラインで提供している場合加算　　　　

163要介護５ 884 18 4 8 13 10
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要介護４ 815 18 4 8 151

要介護３ 745 18 4 8
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13 10
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114

要介護２ 672 18 4 8 126

要介護１ 603 18 4 8

13

13 10
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介護老人福祉施設　短期入所生活介護　夢うさぎ　料金表

※介護保険負担割合１割対象の方　　　　　　　　令和8年6月1日　現在　　（単位　円）

介護度

介護負担サービス費（１割負担）

１日あたりの

負担額

（目安）

３0日あたりの

負担額

（目安）


